
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

英国休眠会社の維持のマニュアル 

 

特に明記しない限り、本見積書において英国会社とは、英国の2006年会

社法（the United Kingdom Companies Act 2006）に基づき設立された非

公開株式会社をいいます。 

 

概要 

 

英国の 2006 年会社法第 1169 条では、非公開会社が（会社設立日又は指

定日以降）関連する会計取引を行っていない場合、自らを非活動休眠会

社（以下「休眠会社」）として申告することを認めています。休眠会社

は毎年の税務申告が免除されます。休眠会社の資格を得るためには、会

社は設立日又は指定日以降、「重要な」取引（収入、支出、商品や資産

の売買などの営業上の収支を含むが、これらに限らない）に関与してい

ない必要があります。また、英国会社登記所（Companies House）によ

る当該「重要な」取引の定義によれば、以下の状況は含まれません。 

 

1. 会社登記所への年次申告手数料 

2. 年次財務諸表の提出遅延による罰金 

3. 会社設立時に支払った株式対価 

 

休眠会社は事業活動を再開する場合、会社登記所に別途通知する必要が

なく、事業年度の終了時に財務諸表及び確認申告書を提出するだけで、

休眠状態を解除することができます。また、当該会社は事業活動再開後

3 ヶ月以内に法人税の登録を行う必要があり、これにより英国歳入関税

庁（HMRC）に対し、休眠状態が終了したことを通知することになりま

す。 
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以下は、休眠状態にある英国会社が毎年履行すべき維持管理及び申告事項です。未提出又は

提出遅延の場合には、罰金が科されるほか、会社又はその取締役に対して処分が下される可

能性があります（会社及び取締役の訴追、会社の強制解散などを含み、それらに限りない）。 

 

1. 財務諸表（Accounts） 

 

全ての会社は会計年度終了後に、会社登記所に財務諸表を提出しなければなりません。

当該財務諸表には、少なくとも貸借対照表が含まれていなければなりません。 

 

一般的に、会社は会計年度終了後 9 ヶ月以内に財務諸表を提出する必要があり、初回

提出は会社設立後 21 ヶ月以内に行わなければなりません。例えば、会社は会計年度末

日が 2021 年 12 月 31 日の場合、財務諸表を 2022 年 9 月 30 日までに提出する必要が

あります。財務諸表の提出が遅れた場合、会社登記所は自動的に 150 ポンド以上の罰

金を科します。 

 

2. 確認申告書（Confirmation Statement） 

 

確認申告書（Confirmation Statement）は、2016 年以前は年次報告書（Annual Return）

と呼ばれています。 

 

確認申告書は、会社登記所が保有する会社の情報が、毎年最新かつ正確であることを

保証するものです。会社の情報には、登録住所、主な事業内容、取締役の詳細、実質

的支配者名簿、株主の詳細及び資本構成などが含まれます。 

 

全ての会社は毎年、確認申告書を少なくとも 1 回提出する必要があります。また、実

際の必要に応じて複数回提出することも可能ですが、2 回の提出の間に 24 時間以上空

ける必要があります。 

 

3. 法人税申告（Corporation Tax Return） 

 

全ての会社は毎年、歳入関税庁に法人税申告書を提出する必要があります。申告期限

（会計年度終了後 12 ヶ月以内）までに法人税申告書を提出しなかった場合、最低 100

ポンドの延滞罰金が科せられます。 

 

歳入関税庁から「法人税申告書の提出通知書」（Notice to Deliver a Company Tax 

Return）が送付され、法人税申告書の提出が必要であることを通知される場合があり

ます。歳入関税庁が会社を休眠状態にあると判断した場合、同社が休眠会社とみなさ

れ、法人税の納付や法人税申告書の提出が不要である旨の書簡が送付されます。 
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もし会社が上記の手紙を受け取っておらず、かつ休眠状態にある場合は、電話・郵

送・オンラインを通じて税関・税務総署に通知することで、貴社が営業を再開するか、

又は税関・税務総署から通知があるまで、毎年の税務申告を免除してもらうことがで

きます。 

 

詳細情報とサポートをご希望の方、お手数ですが、下記の連絡先とお問い合わせください。 

メール：info@kaizencpa.com  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 
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